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令和７年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会  会議録 

令和７年１１月２１日(金) 午後２時開議   

  ホテルウェルビューかごしま ２階 潮騒   

議 事 日 程〔第１号〕 

日程第 １ 議席の指定 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 副議長の選挙 

日程第 ５ 同意第１号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の副広域連合長の選任 

について同意を求める件 

日程第 ６ 同意第２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の監査委員の選任につ 

いて同意を求める件（議員選出監査委員） 

日程第 ７ 承認第１号 専決処分の承認を求める件（令和７年度鹿児島県後期高 

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）） 

日程第 ８ 認定第１号 令和６年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳 

入歳出決算の認定の件 

日程第 ９ 認定第２号 令和６年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者 

医療特別会計歳入歳出決算の認定の件 

日程第１０ 議案第７号 令和７年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計補 

正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第８号 令和７年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者 

医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 一般質問 
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本日の会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 
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出 席 議 員（１６人） 

１ 番  下 鶴  隆 央  議 員   ２ 番  川 越  桂 路  議 員 

４ 番  打 越  明 司  議 員   ５ 番  八 板  俊 輔  議 員 

７ 番  持 留  良 一  議 員   ８ 番  竹 田  正 博  議 員 

９ 番  山 田  義 盛  議 員   １０番  中 重  真 一  議 員 

１１番  松 元  正 明  議 員   １２番  小 山 田  邦 弘  議 員 

１４番  新 改  秀 作  議 員   １５番  木 佐 貫  徳 和  議 員 

１６番  小 園  裕 康  議 員   １７番  石 田 尾  茂 樹  議 員 

１９番  隈 崎  悦 男  議 員   ２０番  米 田  信 也  議 員 

 

欠 席 議 員（３人） 

 ３ 番  杉 本  尚 喜  議 員  ６ 番  尾 脇  雅 弥  議 員 

１３番  上 野  俊 市  議 員   

 

説明のため出席した者（１５人） 

広域連合 長  中 西   茂 君  副広域連合長  永 野  和 行 君 

事 務 局 長  松 元  祐 成 君  次長兼総務課長  窪   通  郎 君 

業 務 課 長  園 田  健 一 君  総務課主 査  吉 田  敬 子 君  

総務課主 事  竹 山  雅 道 君  総務課主 査  瀬 戸 口  勝 也 君  

業務課主 事  鶴 留  一 也 君  業務課主 査  永 井  直 矢 君  

業務課主 事  福 島  英 之 君  業務課主 事  大 迫  真 紀 君  

業務課主 査  谷 山  潤 一 君  業務課主 査  坂 下  喜 美 子 君  

業務課主 査  上野 美由紀  君   

職務のため出席した者（１人） 

事務局主 査  船 倉  隆 博 君 

5



 

＝開会：午後２時５分＝ 

 

○議長（川越 桂路君） これより、令和７年鹿児島県後期高齢者医療後期連合議会

第２回定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

○議長（川越 桂路君） この際、諸般の報告をいたします。 

まず、議員異動の報告があります。 

本年２月開催の令和７年第１回定例会以降の広域連合議会議員の異動につい

ては、配布いたしております「議員異動報告書」のとおりであります。 

次に配布いたしましたとおり、監査委員から地方自治法第１９９条第９項の規

定による「令和７年度定期監査」及び同法第２３５条の２第３項の規定による  

「例月現金出納検査」の結果報告がありました。 

○議長（川越 桂路君） 本日の議事日程は、配布いたしました議事日程〔第１号〕

のとおりであります。 

○議長（川越 桂路君） それでは、日程第１「議席の指定」を行います。 

去る令和７年５月２８日付、７月１０日付、８月４日付、及び１０月１日付の

告示により実施された広域連合議会議員の補欠選挙で当選されました、八板俊輔

議員、上野俊市議員、新改秀作議員、木佐貫徳和議員、米田信也議員、竹田正博

議員、山田義盛議員、及び石田尾茂樹議員の議席は、会議規則第４条第２項の規

定により、八板俊輔議員を５番、上野俊市議員を１３番、新改秀作議員を１４  

番、木佐貫徳和議員を１５番、米田信也議員を２０番、竹田正博議員を８番、山

田義盛議員を９番、及び石田尾茂樹議員を１７番に指定いたします。 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。 

今議会の会議録署名議員は、議席番号１番下鶴隆央議員、及び議席番号１９番

隈崎悦男議員を指名いたします。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第３「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今議会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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「御異議なし」と認めます。 

よって会期は本日１日と決定いたしました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第４「副議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選とし、指名

の方法については議長から指名いたしたいと思いますが、御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、そのように決しました。 

副議長に木佐貫徳和議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、指名いたしました木佐貫徳和議員を副議長の当選人とすることに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって指名いたしました、木佐貫徳和議員が副議長に当選されました。 

ただいま、副議長に当選されました、木佐貫徳和議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

ここで新副議長の木佐貫徳和議員を紹介いたします。 

木佐貫徳和議員。 

○副議長（木佐貫 徳和君） 議長 

〔木佐貫徳和議員 起立〕 

○副議長（木佐貫 徳和君） 議長のお許しをいただきましたので、御挨拶をさせて

いただきます。 

ただいま副議長に選任いただきました、南大隅町議会議長の木佐貫徳和でござ

います。広域連合議会の副議長という立場から川越議長を補佐し、全力をもって
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その職責を果たし、議会の公正公平な運営がなされるよう努めてまいる所存でご

ざいますので、議員の皆様方の御協力、御指導を賜りますようお願い申し上げま

して、副議長就任の挨拶をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〔木佐貫徳和議員 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第５ 同意第１号「鹿児島県後期高齢者医療広

域連合の副広域連合長の選任について同意を求める件」を議題といたします。 

ここで広域連合長の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

  〔中西茂広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） 議案書の１ページをお開きください。 

   同意第１号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合の副広域連合長の選任について

同意を求める件」について、提案理由を御説明いたします。 

   当広域連合の副広域連合長の選任につきましては、地方自治法第２９２条にお

いて準用する同法第１６２条及び広域連合規約第１２条第４項の規定に基づき、議

会の同意を得る必要があるため、提案するものでございます。 

選任いたしたい方は、肝属郡肝付町、永野和行氏です。現在、肝付町長でござい

ます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

   御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔中西茂広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については、質疑、討論

はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、同意第１号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合の副広域連合長の選

任について同意を求める件」について採決いたします。 
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お諮りいたします。 

本件については、同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は同意することに決しました。 

〔永野和行副広域連合長 議場へ入場〕 

○議長（川越 桂路君） ただいま選任されました、永野和行副広域連合長から発言

を求められておりますので、これを許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

永野副広域連合長。 

  〔永野和行副広域連合長 起立〕 

○副広域連合長（永野 和行君） はい。議長のお許しをいただきまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

ただいま、鹿児島県後期高齢者医療広域連合の副連合長に選任をいただきまし

た、肝付町長の永野和行でございます。 

本制度の運営にあたり、被保険者の皆様が安心して適切な医療を受けられるよ

う中西広域連合長を補佐し、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 

議員各位におかれましては今後とも御協力、御指導賜りますようお願い申し上

げまして、副広域連合長就任にあたりましての挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〔永野和行副広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） ここで中西広域連合長から発言の申し出がありますので、

これを許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

〔中西広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） 令和７年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回
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定例会の開会にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

本日は、令和７年第２回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には

大変御多用の中、御出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

本県の後期高齢者医療制度につきましては、議員の皆様方をはじめ構成市町村

の皆様の御協力により、円滑な運営が図られていることに深く感謝を申し上げま

す。 

また、ただいま、永野副広域連合長の選任について、御同意いただき改めて御

礼を申し上げます。 

後期高齢者医療制度は、発足から１８年目を迎えておりますが、少子高齢化が

急速に進行し、それに伴い様々な制度改正が行われてきているところであります。 

高額療養費制度の見直しにつきましても、方針決定に向け国において検討され

ているところでありますが、引き続き議論の行方を注視していく必要があるもの

と認識をしております。 

本日は、予算議案を含め７件の議案等を提出しております。 

議員の皆様には、御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、開会にあたり

ましての御挨拶とさせていただきます。 

本日はどうかよろしくお願いいたします。 

〔中西広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第６ 同意第２号「鹿児島県後期高齢者医療広

域連合の監査委員の選任について同意を求める件」を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、新改秀作議員の退席を求めます。 

〔新改秀作議員 退席〕 

ここで当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

〔中西広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） それでは、議案の３ページをお開きいただきたいと思

います。 
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同意第２号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合の監査委員の選任について同意

を求める件」について、提案理由を御説明申し上げます。 

当広域連合の監査委員のうち、議員のうちから選任する監査委員につきまして

は、地方自治法第２９２条において準用する同法第１９６条第１項及び広域連合

規約第１６条第２項の規定に基づき、議会の同意を得る必要があるため提案する

ものであります。 

選任したい方は、薩摩郡さつま町、新改秀作氏です。現在、さつま町議会議長

でございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

御同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〔中西広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については質疑、討論は

ないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

それでは、同意第２号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合の監査委員の選任に

ついて同意を求める件」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については、同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって本件は同意することに決しました。 

新改秀作議員の入場を求めます。 

〔新改秀作議員 再入場 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第７ 承認第１号「専決処分の承認を求める   

件」を議題といたします。 

ここで当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） それでは、承認第１号「専決処分の承認を求める件」

につきまして、御説明申し上げます。 

議案の５ページをお開きください。 

本年４月に国が決定した、全ての後期高齢者に資格確認書を令和８年７月まで

交付するという暫定運用を継続することに伴い、この暫定運用の継続を周知する

リーフレットを本年７月の資格確認書の送付の前に、被保険者に本年５月頃まで

に、遅くとも６月中旬頃までの間に個別に送付していただきたい、との国の要請

があったところでございます。 

当広域連合といたしましても、全ての被保険者にリーフレットを送付するとい

う判断をいたしました。 

その経費に係る「令和７年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）」を編成することといたしましたが、議会を招集する

時間的余裕がないことから、令和７年４月１４日付で地方自治法第１７９条第１

項の規定により補正予算を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、

これを報告し承認を求めるものでございます。 

７ページをお開きください。 

令和７年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３，６３５万５千円を追加し、歳入歳出それぞれ３，０１９億３，３６３万７千

円とするものでございます。 

それでは事項別明細書で御説明いたします。 

１４ページ、１５ページをお開きください。まず歳入でございます。 

２款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 調整交付金を、３，６３５万５

千円増額いたしております。これは特別調整交付金として計上いたしたものでご

ざいます。 

次に歳出でございます。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費を、３，６３５万５千円

増額いたしております。これはリーフレットの作成等業務委託に係る経費と、県

内の被保険者全員に発送した郵便料を計上いたしたものでございます。 
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以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については質疑、討論は

ないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

それでは、承認第１号「専決処分の承認を求める件」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については、承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって本件は承認されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第８ 認定第１号「令和６年度鹿児島県後期高

齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） それでは、認定第１号「令和６年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」につきまして、御説明申し上

げます。 

議案の２２ページ、２３ページをお開きください。歳入でございます。 

表の一番下にございます、歳入合計欄の予算現額９，９４６万１千円に対しま

して、調定額、収入済額ともに９，９５４万７，３９８円で、不納欠損額、収入

未済額ともにございません。 

２４ページ、２５ページをお開きください。歳出でございます。 
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表の一番下にございます、歳出合計欄の予算現額９，９４６万１千円に対しま

して、支出済額は９，１０２万２４４円でございます。 

欄外の歳入歳出差引残額は８５２万７，１５４円で、純繰越額として令和７年

度予算に繰り越されます。 

２８ページ、２９ページをお開きください。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

歳入でございます。 

１款 分担金及び負担金 １項 負担金 ２款１項 繰越金は、ともに全額が

収入済みとなっております。 

３０ページ、３１ページをお開きください。歳出でございます。 

１款１項 議会費は、議員報酬、議場音響設備及び会議録作成委託料、会場借

上料が主な支出でございます。 

令和６年度は、定例会を１１月と２月に２回開催したところでございます。 

２款 総務費 １項 総務管理費は総支出額８，８６０万円余りのうち、およ

そ４分の３を占める６，９２２万円余りを総務課等派遣職員９人に係る給与等負

担金として支出いたしましたほか、事務室の借上料、消耗品費などを支出いたし

ております。 

３２ページ、３３ページをお開きください。 

２項 選挙費は、選挙管理委員会、広域連合議会議員選挙に係るものでござい

ます。 

３項 監査委員費は、委員報酬、費用弁償などでございます。 

３款１項 予備費の流用はございませんでした。 

表の一番下にございますように、歳出の不用額合計は８４４万７５６円でござ

いました。 

４１ページをお開きください。 

「財産に関する調書」の「１ 公有財産」につきましては、該当はございませ

ん。 

「２ 物品」につきましては、取得価格１００万円以上のものを記載しており

ます。 
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平成１９年度に購入した公用車１台を老朽化に伴い、令和６年５月末に廃棄後、

令和６年７月末からリース契約に変更したため、令和６年度末現在高は０になっ

たものでございます。 

「３ 債券」及び「４ 基金」につきましては、該当はございません。 

８１ページをお開きください。 

監査委員の決算審査意見でございます。 

一般会計及び、後ほど説明いたします後期高齢者医療特別会計の決算につきま

して、本年７月２９日に監査委員の審査を受けております。 

「第４ 審査の結果」にございますように、「各会計の歳入歳出決算書等はい

ずれも関係法令に準拠して作成されており、その係数についても正確であること

を認めた。また、各会計における予算の執行状況、財産の管理については、概ね

適正に処理されていることを認めた。」との意見を受けております。 

以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については質疑、討論は

ないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

それでは、認定第１号「令和６年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計

歳入歳出決算の認定の件」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については認定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって本件は認定されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第９ 認定第２号「令和６年度鹿児島県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」を議題とい
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たします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） それでは、認定第２号「令和６年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」につきまして

御説明申し上げます。 

議案の４８ページ、４９ページをお開きください。 

表の一番下にございます、歳入合計欄を御覧ください。 

予算現額合計３，０３２億５，７６６万８千円に対しまして、調定額合計３，

０３３億６，１３３万２８５円、収入済額合計３，０３３億４，４０２万４，４

４４円、不納欠損額合計６２万６，０８５円、収入未済額合計１，６６７万９，

７５６円となっております。 

５０ページ、５１ページをお開きください。 

表の一番下にございます、歳出合計欄を御覧ください。 

予算現額合計３，０３２億５，７６６万８千円に対しまして、歳出済額合計２，

９８５億３，４３９万８，４８４円、不用額合計４７億２，３２６万９，５１６

円となっております。 

歳入歳出差引残額は５０ページの表の下、欄外にございますとおり４８億９６

２万５，９６０円となり、翌年度へ繰り越しております。 

それでは、事項別明細書に従いまして主なものを御説明いたします。 

５４ページ、５５ページをお開きください。まず歳入でございます。 

１款 市町村支出金 １項 市町村負担金 １目 事務費負担金につきまし

ては、調定額全額が収入済みとなっております。 

２目 保険料等負担金につきましては、市町村で徴収し、納入いただいた保険

料収入額が見込みより少なかったため、予算現額に対しまして１，６９１万８，

２８２円の収入減となっております。 

引き続き収入対策を各市町村におきまして取り組んでいただいておりますこ
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とに感謝申し上げます。 

３目 療養給付費負担金につきましては、療養給付費が見込みより少なかった

ため、予算現額に対しまして４億４，０８１万２，１８６円の収入減となってお

ります。 

２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費負担金につきまし

ては、療養給付費が見込みより多かったため、予算現額に対しまして８億１万４，

２１２円の収入増となっております。これは交付額が交付申請額を上回ったこと

によるもので、交付額が実績額を超過した分につきましては、後ほど令和７年度

後期高齢者医療特別会計補正予算で御説明いたしますが、令和７年度での精算、

返納となります。 

２項 国庫補助金 １目 調整交付金につきましては、普通調整交付金及び特

別調整交付金の総額で、予算現額に対しまして９億８，５０７万２千円の収入増

となっております。 

２目 後期高齢者医療制度事業費補助金につきましては、予算現額に対しまし

て５６万１，６４６円の収入増となっております。 

５６ページ、５７ページをお開きください。 

３款 県支出金 １項 県負担金 １目 療養給付費負担金につきましては、

予算現額に対しまして３億９，８５９万５，２６６円の収入減となっております。 

２目 高額医療費負担金につきましても、予算現額に対しまして７，２７６万

１２４円の収入減となっております。 

２項 財政安定化基金支出金 １目 財政安定化基金交付金につきましては、

予算現額４億５千万円を見込んでおりましたが、調定額、収入額ともに０円で、

給付費等の実績や広域連合で設置しております、運営安定化基金の現在高などを

考慮し、導入は必要ないと判断した結果でございます。 

４款１項 支払基金交付金 １目 後期高齢者交付金につきましては、現役世

代からの支援金でございますが、予算現額に対しまして２億６８８万５千円の収

入減となっております。 

５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金につきましては、予算現額に対

しまして３，２５１万７，０４３円の収入減となっております。 

６款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 利子及び配当金につきまして

は、運営安定化基金利息の実績によるものでございます。 
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７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 運営安定化基金繰入金につきまし

ては、予算現額２５億４，５４７万２千円に対しまして、調定額、収入額ともに

２４億１０１万２，５６０円で１億４，４４５万９，４４０円の減額になってお

ります。 

令和６・７年度保険料率改定に向けた財政調整のため、またシステム機器更改

に係る令和６年度の必要経費として繰り入れたものでございます。 

５８ページ、５９ページをお開きください。 

８款 諸収入 ３項 雑入 １目 第三者納付金につきましては、収入未済額

５６０万９，２１５円となっております。 

これは広域連合が加害者に直接請求しております、平成２０年度から平成２２

年度分の第三者損害賠償金の未納分であり、翌年度への滞納繰り越しとなります。 

２目 返納金につきましては、収入未済額１，１０７万５４１円となっており

ます。 

返納金の主なものは、県及び国の機関である九州厚生局による、保険医療機関

等に対しましての指導監査等の結果に伴う、診療報酬返還金や被保険者の負担割

合相違等による不当利得に伴う療養給付費の返納金でございます。 

収入未済につきましては、翌年度への滞納繰り越しとなります。 

９款１項１目 繰越金は全額が収入済みとなっております。 

続きまして歳出でございます。６０ページ、６１ページをお開きください。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費は、主に後期高齢者医療

電算システムの保守運用委託料や同システムの賃借料、業務課派遣職員１８人に

係る人件費等負担金でございます。不用額の主なものは役務費、委託料、備品購

入費の執行残でございます。 

２項 医療費適正化事業費 １目 レセプト点検事業費は、主に診療報酬明細

書等の二次点検業務委託、柔道整復療養費及びあんま、はり灸療養費の支給申請

書点検業務委託でございます。不用額の主なものは、委託料の執行残でございま

す。 

２目 訪問指導事業費は、主に各種訪問指導事業に係る委託料等でございます。 

重複頻回受診者への訪問や要医療者等への訪問指導を実施したものでござい

ます。不用額の主なものは、市町村実績に伴う委託料の執行残などでございます。 
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３目 医療懇話会費は、医療懇話会に係る委員報酬や会場使用料が主なもので、

令和６年度は１回、１月に開催いたしました。 

４目 医療費通知事業費は、医療費通知に係る後納郵便料や通知書作成等に係

る業務委託が主なもので、１月と３月の年に２回、７１万８，５６１件発送いた

しました。 

５目 第三者行為求償事業費は、交通事故などの第三者行為に関する求償事務

に係る委託料が主なものでございます。 

６２ページ、６３ページをお開きください。 

６目 後発医薬品普及事業費は、後発医薬品差額通知書に係る後納郵便料や通

知書作成等に係る業務委託が主なもので、１２月に１万５，０３２件発送いたし

ました。 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 療養給付費は、国保連合会を通し

て医療機関に支払う診療報酬の負担金でございます。 

２目 療養費は、一般診療や補装具、あんま、はり灸、移送費等療養費の負担

金でございます。 

３目 審査支払手数料は、保険医療機関等から提出された診療報酬等の審査支

払機関である国保連合会に支払う手数料でございます。 

２項 高額療養諸費 １目 高額療養費は、被保険者が支払った医療機関等の

一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた分につきまして、被保険者へ支払

う負担金でございます。 

２目 高額介護合算療養費は、医療と介護保険を利用した際に発生する自己負

担額の合計が限度額を超えた場合に、被保険者に支払う負担金でございます。 

３項 その他医療給付費 １目 葬祭費は、被保険者が死亡した場合に葬祭を

行ったものに対しまして支払う負担金でございます。条例に基づき１件につき２

万円を支払っておりますが、１万８，５５４件の支払いがございました。 

３款１項１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、高齢者の医療の確保に関す

る法律第１１７条に基づき、広域連合における著しく高額な医療費の発生による

財政リスクを緩和するため、全国レベルで財政調整を行う国保中央会に支払う負

担金でございます。 

４款１項 支払基金拠出金 １目 出産育児支援金は、出産育児支援を全世代

で支え合う制度導入に伴い令和６年度に新設されたもので、全国の被保険者数に
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おける本県の被保険者数の割合で積算する負担金でございます。 

５款 保健事業費 １項 健康保持増進事業費 １目 健康審査費は、長寿健

診に係る補助金や口腔健診に係る委託料が主なものでございます。 

長寿健診受診者は６万７，２７３人、受診率は２６．８％でございます。口腔

健診は、対象年齢をこれまでの７６歳、８０歳に新たに７８歳を加えており、受

診者数は５，７６５人、受診率１０．１％となっております。不用額の主なもの

は、口腔健診に係る委託料と長寿健診の実績確定による補助金の執行残でござい

ます。 

６４ページ、６５ページをお開きください。 

２目 一体的実施推進事業費は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事

業に伴う高齢者保健事業に係る委託料や補助金が主なものでございます。 

３目 その他健康保持増進事業費は、適正服薬支援事業に係る委託料や鹿児島

県後期高齢者医療制度特別対策補助金事業に係る市町村への補助金でございま

す。 

６款１項 基金積立金 １目 運営安定化基金積立金は、保険給付のための財

源と保険料率の調整を図るための財源とし、また標準システムの機器更改費用の

単年度での費用計上における市町村負担金の急激な増額を抑えるために積み立

てているものでございます。 

７款 公債費 １項１目 利子は、一時借入金が必要な場合に金融機関に支払

うときの利息として予算計上しておりましたが、執行はございませんでした。 

８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ２目 保険料還付金は、賦課

年度内に還付できなかった過誤納金を還付するものでございます。不用額は、過

誤納金の実績確定によるものでございます。 

６６ページ、６７ページをお開きください。 

４目 償還金は、令和６年度に受け入れた国、県等の負担金等につきまして、

当該年度における医療給付費等の実績確定に基づく精算により、超過交付分の返

還を行ったものでございます。償還金の内容は６７ページの備考欄に記載のとお

りでございます。 

９款１項１目 予備費は、表の一番右の備考欄に記載のとおり １款 総務費 

２項 医療適正化事業費 ４目 医療費通知事業費の １１節 役務費へ２１

３万４千円を、また ８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ４目 償

20



 

還金の２２節 償還金利子及び割引料へ４９万６千円をそれぞれ流用いたして

おります。 

歳出における不用額の合計は、４７億２，３２６万９，５１６円となっており

ます。 

続きまして７１ページ「実質収支に関する調書」を御覧ください。 

歳入歳出差引額が４８億９６２万５，９６０円となっております。 

翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額となり、純繰越額と

して同額を令和７年度へ繰り越すこととなります。 

なお、監査委員の決算審査結果につきましては、先ほど一般会計の説明の際に

申し上げたとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより質疑に入ります。 

それでは、通告による発言を許可いたします。 

なお、質疑の回数は会議規則第４８条の規定により、同一議員につき、同一議

題について３回を超えることはできず、また、発言の時間は申し合わせにより答

弁を含め一人３０分以内となっておりますので、念のため申し上げます。 

７番、持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

○７番（持留 良一君）はい。議長。 

   それでは質問の時間をいただきましたので、質疑をしたいと思います。 

認定第２号の件ですが、この年度は保険料の改定、また出産育児支援金等の負

担、これらが新たに高齢者の生活にのしかかったというふうに認識をしています。

厚労省の試算でも一人当たり約４千円プラスだったんじゃないかというような

試算もされています。 

そこで今回の６年度はどういう問題、課題等が起きたかということを見ていき

ながら、この認定についての判断もしたいというふうに思っています。 
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１つ目が保険料の改定ですね。保険料率が引き上げられたんですけども、その

改めて理由についてお聞きをしたいと思います。それから、一人当たりの年間保

険料の推移と影響です。３点目が、高齢者負担率の算定方法がなぜ見直されたの

か、この点についてお聞きをしたいと思います。４点目に、保険料に所得割がか

かる高所得者への負担の数値はどうだったかと、ここも含めて新たな負担を求め

る仕組みがあるんじゃないかなというふうに思います。そういうことによって医

療費の変化はどうだったのか。国は長瀬効果ということで、患者負担が増えれば

医療費が減ることを期待していたもので、そういう取組、考え方の効果があるら

しいですけれども、受診抑制があったのではないかというふうに考えますが、こ

の点についての認識をお願いしたいと思います。 

２点目は、医療窓口負担が導入され、昨年度は３年目ということによる負担増

による影響、また医療費への影響はどうだったのかということから、一人当たり

の医療費の伸びと、その結果に対する認識はどうでしたかということです。 

３点目に結局そういうことによって、保険料の滞納が出てくる懸念、心配があ

るわけですけれども、そこのところを見ておきたいということで、滞納者の人数、

差し押さえ件数、差し押さえ金額、その内容と差し押さえを実施している市町村

から広域連合で生活実態をどのように把握されているのか、この点をお聞きをし

たいと思います。 

そして４点目は保健事業です。先ほども、介護と保健の一体の取組ということ

で、やはり医療費を抑えるためには、安心して高齢者の方々が病院にかかって、

早期発見、早期治療を含めた、そういう取組が必要です。そういう意味では保健

事業というのは各市町村との連携でも重要になってきていると思うんですが、こ

の点での事業の成果と課題、この点についてお聞きをしたいと思います。 

〔持留議員 着席〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 今、持留議員から大きく４点の質問をいただきました。 

順次、答弁させていただきます。 

まず、保険料率についてでございます。 

保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条により、２年に一度
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改定を行いますが、国の試算通知に基づき後期高齢者医療の伸び率の傾向などか

ら試算する医療給付費の合計の費用から、国、県、市町村の公費負担分、現役世

代からの後期高齢者支援金等の収入を差し引いた額を保険料として算定してお

りまして、この保険料を被保険者から徴収することとなります。 

なお、当広域連合では保健事業に力を入れ、医療費の抑制に努めておりますが、

年々医療の高度化や団塊世代の加入、それと平均寿命が延びていること等もあり

まして、被保険者の増加傾向は続いておりますこと、また医療給付費の費用は上

昇していることから保険料率は引き上げざるを得ない状況となっております。 

一人当たり年間保険料についてでございます。 

各年度の保険料調定額を平均被保険者数で除した一人当たりの年間保険料の

推移でございますが、令和２年度は６万９００円、令和３年度は６万１，９００

円、令和４年度は６万５，７００円、令和５年度は６万６，３００円、令和６年

度は７万２，８００円となっております。 

高齢者負担率についてでございますが、現役世代から支援される後期高齢者支

援金の算定基礎となる後期高齢者負担率につきましては、これまで後期高齢者一

人当たりの保険料と現役世代一人当たりの後期高齢者負担金の比率に配慮して

算定されておりましたが、少子高齢化による人口構成の変化により、後期高齢者

医療制度導入時の平成２０年度に比べ後期高齢者が負担する保険料は１．２倍に

なっておりますが、現役世代が支援する後期高齢者支援金は１．７倍に増えてお

りまして、現役世代の負担がより重くなってきております。 

そのため、人口動態の状況に対処できる持続可能な仕組みとなるよう、令和５

年度の高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、令和６年度以降の後期高

齢者負担率につきましては、後期高齢者一人当たりの保険料と現役世代一人当た

りの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直されたところでござい

ます。 

全ての被保険者が等しく負担する均等割についてでございますが、令和４・５

年度は５万６，９００円、令和６・７年度は５万９，９００円となっており、３

千円の増加となっているところでございます。 

医療費の変化・推移についてでございますが、医療費は年々増加しておりまし

て令和２年度から令和６年度までの総医療費、対前年度比は令和２年度が２，８

６４億円３．４％減、令和３年度が２，８９４億円１．１％増、令和４年度が２，

９６７億円２．５％増、令和５年度が３，０６８億円３．４％増、令和６年度が

３，１４８億円２．６％増となっております。 
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医療費が年々増加している理由としましては、団塊世代が後期高齢者医療に加

入し、被保険者数が増加したことや、高額な医療機器の導入、新しい治療法、新

薬の使用等による医療の高度化が要因として挙げられます。 

当広域連合といたしましては、健康寿命の延伸を目的とした高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施の市町村への委託及びそれに対する支援、それから適

正服薬支援のほか、後発医薬品の使用促進、レセプト点検の強化などにより医療

費適正化につながる対策の推進に努めているところでございます。 

窓口２割負担関係でございます。 

令和４年１０月から窓口２割負担が導入され、当広域連合の令和６年度におけ

る２割負担の平均被保険者数は３万９，１８６人、全体の被保険者は２７万６，

１２４人でありますので、全体に占める２割負担の割合は１４．２％となってお

ります。 

令和６年度における窓口２割負担の導入による影響額でございますが、広域連

合が負担する医療給付費が５億５，１５９万円減少していると試算したところで

ございます。 

２割負担の方における一人当たりの医療費の伸びと、その結果に対する認識に

ついてでございますが、配慮措置が導入された令和４年度が一人当たり医療費は

９６万１，９２５円、令和５年度が９８万８，５８５円で対前年度比２．８％増、

令和６年度が９９万６５０円で対前年度比０．２％増となっております。増加の

要因は繰り返しになりますが、高額な医療機器の導入や新しい治療法、新薬の使

用等による医療の高度化が増加の要因と考えております。 

保険料の滞納関係についてでございます。 

令和６年度の滞納者数は２，８６６人で、前年度と比較すると１２５人の増加

となりました。内訳は前年度分が１，９９１人。前年度以前の滞納繰越分が８７

５人になります。 

市町村におきましては滞納者に対しまして、督促状や催告書の発送、滞納処分

等を実施し、収納対策を行っておりますが、市町村で滞納者の生活状況等を確認

した上で、無財産や生活困窮等の場合には滞納処分の執行停止をするなど、高齢

者の生活に寄り添いながら、今後も収納率向上に努めていこうとしているところ

でございます。 

滞納処分は保険料を徴収する市町村で実施しておりますが、差し押さえは後期

高齢者医療保険料のみならず、市町村民税等の他の税目と合わせて行っていると
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伺っております。令和６年度に市町村が行った後期高齢者医療保険料に係る差し

押さえは２７７件で、金額は１，４２９万９，３１９円、主な差し押さえ財産は

預貯金となります。なお、差し押さえは全市町村の半数近い２１市町村で行って

おります。 

当広域連合では、令和７年度から後期高齢者医療保険料の滞納整理に係る専門

知識の習得やスキル向上を目的として、国保連が開催する市町村の徴収職員を対

象とした収納担当者研修会に参加を案内するなど、収納率向上に努めているとこ

ろでございます。 

４点目の保健事業についての事業の成果と課題でございますが、令和６年度の

保健事業の成果といたしましては長寿健診受診率は２６．８％になり、前年度と

比較して０．７ポイント上昇いたしました。 

また、国の方針のもと後期高齢者の健康保持と重症化予防を目的として、市町

村や関係機関と連携した一体的実施に取り組んでおり、目標としていた令和６年

度までの全４３市町村実施に向けて令和６年度は４１市町村で取り組んでまい

りましたが、本年度は県内４３全ての市町村において取り組むことができ、被保

険者の個別支援や通いの場での健康教育等によりフレイル予防、服薬支援など、

県内全域で後期高齢者への支援体制が確保されつつあります。 

一体的実施の令和６年度の取組状況といたしましては、低栄養や口腔、重症化

予防等の個別支援を延べ１万３，７４４人、通いの場等における健康教育等を延

べ８万６，５５４人に対して実施しているところであり、実施事業数は全国平均

６．１事業を上回り、全国で２番目に多い８．７事業の取組を実施しており、被

保険者の皆様の健康意識の向上に貢献できていると考えております。 

一方で、保健師等の医療専門職の確保が難しい市町村があり、事業の実施体制

に差が生じるなど、一体的実施が広がる中で事業の質をどのように高めていくか

が、今後の重要な課題と認識しているところでございます。 

広域連合といたしましては、引き続き市町村と連携し、研修や事例共有などの

支援を通じて事業の質の向上と実施体制の強化を図り、被保険者の皆様の健康寿

命の延伸と医療費の適正化を目指して今後とも効果的な保健事業の展開に努め

てまいりたいと考えております。以上です。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 持留議員の方から他に発言ございますか。 

○７番（持留 良一君） はい、議長 

25



 

○議長（川越 桂路君） 持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

○７番（持留 良一君） 再質問２点ほどさせていただきたいと思います。 

やはり問題は財政運営だろうと思うんですね。高齢者から新たな負担となると、

当然、生活への影響が出てくるという問題。そういう中に医療を受けるというこ

とは医療を差し控えなきゃならないという問題で、本当に健康がどう維持されて

いくのかというこの制度そのものが根幹的に揺らぐか、そういう状況があるんじ

ゃないかなと思います。 

令和７年６月４日、全国後期高齢者医療広域連合協議会が国に出した要望書が

あるんですが、その財政運営についてですけれども、全世代型社会保障制度改革

を進めるにあたり、近年の物価高騰が続く中で子ども子育て支援金制度の導入な

ど被保険者である高齢者にとって、今後負担が増大することが懸念されるという

ことも書かれて、国に対しての国の支援、これ当然国が責任を持って支援をして

いくということが、高齢者の方々にとっても、生活、暮らしを守る、大変重要だ

というふうに思うんですが、そういう中で、新聞記事にも載ってたんですけれど

も、高齢者の方がもう１０月、負担増が配慮措置がなくなるということで、その

結果、約２万円が負担増になると。そうするともう物価高騰で生活ができないと、

治る病気も治せなくなると。そうするとますます悪化して、医療費が高騰して結

果として高騰していくということになるんじゃないかなというふうに思います。 

そういうことで改めてお聞きしますけども、値上げの妥当性はどうだったのか

ということと、新たな負担は高齢者の健康と暮らしに大きな影響を与えたのでは

ないか。この２点についてお聞きをしたいと思います。 

〔持留議員 着席〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 先ほども申し上げましたが、近年、医療費は増加傾向

にありますが、最近の医療給付費の動向を申し上げますと、高齢化や医療技術の

進歩、医療提供の多様化、新薬の使用等の様々な要因により増加が続いていると

ころでございます。 

厚生労働省が発表した令和６年度概算医療費の動向によりますと、令和６年度
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の国内の医療費総額は高齢化の影響で過去最大の４８兆円となり、前年度と比べ

て７千億円増加しているということであります。一方、当広域連合でも、後期高

齢者医療費は対前年度比で８０億円増加しており、国の通知に基づき給付費の増

加傾向を推計して算出した結果、保険料率を引き上げることとしたところでござ

います。 

令和６・７年度の保険料率改定は、そういう意味では概ね妥当であったという

ふうに考えております。以上です。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 持留議員の方から他に発言はございますか。 

○７番（持留 良一君） 時間がありませんので次に移ってください。 

○議長（川越 桂路君） それでは特に発言がないということでよろしいでしょうか。 

○７番（持留 良一君） はい。 

○議長（川越 桂路君） それでは持留議員の方から特に発言はないようですので、

以上で持留議員の質疑を終了いたします。 

他に発言がなければ、以上で通告による質疑を終わります。 

これをもって質疑を終了いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

なお、申し合わせにより、討論の回数は一議題につき１回限り、討論の時間は

一人１０分以内となっておりますので、念のため申し上げます。 

７番、持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

○７番（持留 良一君） はい。それでは認定第２号「令和６年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」について、反対の立

場で討論をさせていただきたいと思います。 

高齢者は「多年にわたり社会の進展に寄与してきた者」、「豊富な知識と経験を

有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保

障されるもの」と老人福祉法には明記されています。 

高齢者の生活は物価高騰による年金生活者の実質所得が約１１万円も減って
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います。さらに、引き続きの保険料の値上げなどがあり、高齢者の経済的環境は

一層厳しさが増してきているのが現状です。 

保険制度においては、窓口負担は７５歳以上の単身世帯２００万円以上、複数

世帯３２０万円以上の２割負担世帯の負担額は、配慮措置が終了したことで多く

なりました。保険料は所得割や限度額の激変緩和措置が令和６年度で終了し、令

和７年度から値上げになる方もいらっしゃいます。 

高齢者の多くは年金収入のみで暮らしており、医療や介護が必要な時期に負担

が増えることは命と暮らしの危機に直面する問題です。現役世代にとっても、親

世代が安心して医療や介護を受けられることは、自身の働き方や生活の安定、将

来の安定にもつながるものです。 

社会保障は全ての人の基本的な権利です。誰かの負担を減らすために、誰かの

負担を増やすという発想ではなくて、国が責任を持って全ての世代を支える仕組

みへ転化することが必要と考えます。その財源も、高齢者の安心を削るのではな

くて、この負担の原則に基づき莫大な利益を受けている富裕層や大企業に応分の

負担を求め、確保することが先決ではないでしょうか。高齢者の命や暮らしに多

大な影響を及ぼす社会保障の改悪ではなく、国庫負担などを増やすことが急務に

なっています。 

最後に、後期高齢者医療制度は７５歳以上という枠を作り、その中で事業運用

することには限界があります。年毎に高齢者、後期高齢者負担と保険料の改定を

行うことが制度化され、このような観点から高齢者の命を守る制度がその役割を

果たしているのか疑問です。 

７５歳以上の県民の命、健康、暮らしを支えるためにも、後期高齢者医療制度

の改めて廃止を求めて、「令和６年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定」について反対の討論とします。 

〔持留議員 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 他に発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 

これより表決に入ります。 

それでは、認定第２号「令和６年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」について採決いたします。 

本件は反対討論がありましたので、この採決は起立表決により行います。 

お諮りいたします。 
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本件について認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者 起立〕 

「起立多数」であります。 

よって本件は認定されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第１０ 議案第７号「令和７年度鹿児島県後期

高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） それでは、議案第７号「令和７年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」につきまして御説明申し上げます。 

議案の１２５ページをお開きください。 

今回の補正予算は、令和６年度決算の確定に伴い、歳入歳出それぞれ８５２万

６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，２２２万５千

円とするものでございます。 

１３２ページ、１３３ページをお開きください。 

事項別明細書により御説明いたします。歳入でございます。 

２款１項１目 繰越金につきましては、令和６年度一般会計の純繰越額８５２

万７千円から、令和７年度当初予算に計上しておりました、１千円を差し引いた

残りの８５２万６千円を計上いたしております。 

１３３ページを御覧ください。歳出でございます。 

歳入における繰越金の増額分８５２万６千円を、現時点では特段の使途を予定

していないことから、３款１項１目 予備費に計上するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〔松元事務局長 着席〕 
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○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については質疑、討論は

ないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

それでは、議案第７号「令和７年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第１１ 議案第８号「令和７年度鹿児島県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」を議題といた

します。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） それでは、議案第８号「令和７年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につきまして御説

明申し上げます。 

議案の１３５ページをお開きください。 

今回の補正は、主に令和６年度決算におきまして療養給付費負担金、高額医療

費負担金、繰越金等が確定いたしましたことにより歳入に令和７年度で入ってく

るもの、また歳出に令和６年度分として受け入れた国庫負担金などにつきまし

て、精算により超過交付金として返還しなければならない額等を計上するもの

で、歳入歳出それぞれ４７億９，１７０万１千円を追加し、総額をそれぞれ３，

０６７億２，５３３万８千円とするものでございます。 

それでは、１３９ページから１４３ページの事項別明細書により御説明いたし
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ます。 

まず、歳入でございます。１４２ページをお開きください。 

１款 市町村支出金 １項 市町村負担金 ３目 療養給付費負担金を、３，

４１１万４千円増額いたしております。これは令和６年度療養給付費の実績確定

精算に伴い、負担不足となっておりました市町村の負担額を計上いたしたもので

ございます。 

２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２目 高額医療費負担金を、１，８６

１万５千円増額いたしております。これは令和６年度高額医療費の実績確定に伴

い、国庫負担金の不足を計上いたしたものでございます。 

２項 国庫補助金 １目 調整交付金は、１，６３６万円増額いたしておりま

す。これは資格確認書の暫定運用延長に伴う資格確認書の印刷、郵送等のかかり

増し経費などでございます。 

３款 県支出金 １項 県負担金 ２目 高額医療費負担金を、１，８６１万

５千円増額いたしております。これは先ほど説明いたしました、国庫負担金と同

額になりますが、令和６年度高額医療費の実績確定に伴い、県負担金の不足額を

計上いたしたものでございます。 

６款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 利子及び配当金を、３４６万円

増額いたしております。これは金利の上昇に伴い、運営安定化基金における利息

の増額分を計上いたしたものでございます。 

９款１項１目 繰越金を、４７億５３万７千円増額いたしております。これは

令和６年度後期高齢者医療特別会計の決算におきまして、令和７年度への繰越金

額が確定したことによるものでございます。 

続きまして歳出でございます。１４３ページを御覧ください。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費を、１，６３５万８千円

計上いたしております。これは先ほど歳入におきまして説明いたしました、２款

国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 調整交付金に計上いたしました、資格確

認書の暫定運用延長に伴う資格確認書の印刷、郵送等のかかり増し経費を補助金

として計上いたしたものでございます。なお、補正額の財源内訳欄のマイナス２

千円は財源更正でございます。 

６款１項 基金積立金 １目 運営安定化基金積立金につきまして、３４６万

円増額いたしております。これは先ほど歳入におきまして御説明いたしました、
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６款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 利子及び配当金に計上いたした

ものと同額を予算計上するものでございます。 

８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ４目 償還金を、２９億１，

１３１万１千円計上いたしております。これは令和６年度療養給付費等の国、県、

市町村などの負担金の確定、精算により償還金として返還するものでございま

す。 

９款１項１目 予備費は、１８億６，０５７万２千円増額いたしております。

これは先ほど歳入におきまして御説明いたしました ９款１項１目の、繰越金に

つきまして、国などへの返還金などの精算額が確定したものを控除したものであ

り、現段階では特定の使途がないことから予備費に計上いたしたものでございま

す。以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ本件については質疑、討論は

ないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

それでは、議案第８号「令和７年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第１２ 「一般質問」を行います。 

それでは、通告による一般質問の発言を許可いたします。 

７番、持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

32



 

○７番（持留 良一君） はい。それでは一般質問をしたいと思います。 

１つは健康保険証の問題です。 

先ほども資格確認書が送付されたということで送付漏れはないと、受け取り漏

れはないと確認をしたいと思いますけれども、この暫定運用について２つ。 

１つがなぜ延長になったのかということですね。 

また、今後マイナ保険証に関わる問題、今起きている様々な問題ありますけれ

ども、このマイナ保険証に関わる問題が本当に解決するのかと。これまでも二転

三転、様々な形でこのマイナ保険証に変わってはですね、問題が出てきて、とう

とう今日でも紙の保険証も使えるというような状況までなってきましたけれど

も、改めてこの問題がですね、引き起こしている点について御回答いただきたい

と思います。 

それから２割負担の問題。 

自己負担の２割の方の配慮措置が終わるわけですけれども、社会保障審議会医

療保険部会の報告２０２４年８月３０日で窓口負担割合の見直しの影響につい

てということで調査をしてまして、その報告も一般マスコミ等にも公表もされて

いる中身でもあります。窓口負担の医療見直しの影響について、医療サービスの

利用負担が１％減少し、医療費総額が３％程度減少と報告されています。配慮措

置による負担の影響はどのように考えていらっしゃるのか。 

例えばということで、外来受診医療総医療費４万の方が２割負担の場合には、

配慮措置を受けての月額負担と配慮終了後の月額負担はどうなるか教えていた

だきたいと思います。 

３点目は、出産育児一時支援金、子ども子育て支援金の問題です。 

令和６年・７年度出産育児支援金の一人当たりの金額から、令和８年・９年度

の負担はどうなっていくのかお願いしたいと思います。 

令和９年度の子ども子育て支援金はどのような負担になるのか、これもお願い

します。 

４番目は一部負担金の問題です。 

なかなかこの一部負担金、本人の一部負担金というのは、制度が徹底されてな

いと理解度も大変進んでないという意見もあります。 

そこで、災害その他の厚生労働省で定める特別な事情が一部負担金を払うこと
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が困難であると認められる場合、一部負担金の減免等がありますけれども、運用

の徹底が求められていますが、各自治体との連携をどのように図っていらっしゃ

るのか、また課題があればどのように図っていくのかですねお聞きしたいです。 

最後の問題は、来年度からの保険料動向の対策と考え方についてです。 

２年毎の見直しがまた来年度から始まるわけですけれども、いろいろ準備はさ

れていると思いますけれども、来年度の医療費の動向はどのようになるのか、財

政安定化基金を活用しての高齢者に負担をかけない、そういう意味で安定化基金

で保険料を引き上げない、引き下げることを求めていますけれども、どのような

考えなのかお聞かせください。 

〔持留議員 着席〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） ただいま持留議員から大きく４点、質問いただきまし

た。順次お答えさせていただきたいと思います。 

まず、資格確認書の暫定運用の延長についてでございます。 

これにつきましては、厚生労働省からの事務連絡により、後期高齢者がＩＴ情

報技術に不慣れなどの理由によりまして、マイナ保険証への移行に一定の期間を

要すると考えられることなどから、マイナ保険証を基本とする仕組みへ円滑に移

行するために、令和６年１２月から暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況

にかかわらず、全被保険者に資格確認書を交付するという対応を取ることになり

ました。 

令和７年８月以降の暫定運用を一年延長した背景には、マイナ保険証の利用率

は上昇しているものの、他の年代と比較して後期高齢者の利用率は相対的に低い

状況にあり、年次更新時の混乱を回避するため、マイナ保険証のデジタルと資格

確認書のアナログの併用期間を一定期間確保することで円滑に移行していただ

くという観点から、暫定運用を継続することになったところでございます。 

マイナ保険証に関わる問題についてでございますが、当広域連合へは大きなト

ラブル等の報告を今のところ受けておりませんが、マイナ保険証の利用率が低い

ことが暫定運用の継続になった理由であると認識しているところであり、マイナ

保険証利用率向上のためには、被保険者へのマイナ保険証にかかる周知が欠かせ
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ないと考えております。 

マイナ保険証利用のメリットとして過去の健康医療データに基づいた、より適

切で質の高い医療を低額の窓口負担で受けることが可能になることや、手続不要

で高額療養費の自己負担分を超える支払いが不要になることなどが挙げられま

す。 

従いまして当広域連合といたしましては、これまでもすべての被保険者へ年次

更新時に配布するリーフレットや当広域連合のホームページに掲載することな

どで、マイナ保険証利用のメリットの周知に努めているところでございます。な

お、医療機関における機器のトラブル等のニュースも耳にしておりますが、高齢

者の方がマイナ保険証を安心して利用できるように、国等の関係機関へ要望して

まいりたいと考えております。 

自己負担２割の方への配慮措置終了に関してでございます。 

外来受診総医療費４万円の方が２割負担の場合に配慮措置を受けた場合は、総

医療費の４万円の１割にあたる負担額４千円に配慮措置の上限３千円を加算し、

月額７千円となります。配慮措置終了後は、総医療費の４万円に対する２割分と

して、月額８千円となり千円の負担増となります。 

令和７年９月をもって配慮措置は終了したところでございますが、国におきま

して設置されたコールセンターの活用、当広域連合におきましても国と連携し、

ガイドブックやホームページで周知に努めたところでございまして、現在のとこ

ろ大きな問題は生じておりません。 

出産育児支援金、子ども子育て支援金についてでございます。 

広域連合も負担する出産育児支援金は、令和６年度が１億８，４９４万４，２

９８円の支出となっており、一人当たりの金額は約６７０円となっております。

令和７年度は概算でございますが１億５，５１８万８，６０４円の支出となって

おり、一人当たりの金額は約５５５円となっております。令和８・９年度の出産

育児支援金の一人当たりの金額は、現在試算中ではございますが、２か年で６億

８，７４５万４千円を見込んでおり、一人当たりの金額は令和８・９年度でそれ

ぞれ約１，２４３円となる見込みでございます。 

子ども子育て支援金は、少子化対策に受益を有する全世代、全経済主体が子育

て世帯を支える新しい分かち合いや連帯の仕組みとして新設されたもので、令和

８年度から全保険者で支援金を負担することとされております。支援金の総額は、

令和８年度が約６千億円、令和９年度が約８千億円となっており、全国の広域連
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合で全体の１００分の８を負担することとなっております。個人毎の支援金の計

算は後期高齢者医療分とは別に計算を行いますが、徴収方法につきましては、後

期高齢者医療保険料と合わせて徴収する形となります。 

一部負担金についてでございます。 

一部負担金の減免につきましては、風水害、火災等の災害、長期入院、農作物

の不作、事業廃止等の場合に被保険者からの申請に基づき行っております。手続

の流れといたしましては、各自治体が受付をした申請書等を当広域連合で審査し、

できるだけ速やかに減免決定等の通知を送付しているところでございます。 

御質問の各自治体との連携についてでございますが、今年８月発生した台風１

２号等の大きな災害につきましては、国から一部負担金及び保険料について、そ

の被害状況に応じて適切な措置を講ずるよう要請する旨の通知が発出されてお

りまして、各自治体にも情報共有をしております。その他、年度初めの担当者研

修会など、機会があるごとに周知連携に努めているところでございます。今後と

も各自治体と連携を密に図りながら、きめ細やかな対応に努めてまいります。 

来年度からの保険料動向と対策についてでございます。 

まず医療費の動向についてでございますが、来年度も増加が見込まれます。再

三にわたり、繰り返しになりますが、被保険者の数の増加や高額な医療機器の導

入や新しい治療法、新薬の使用等による医療費の高度化が要因と挙げられている

ところでございます。 

財政安定化基金の活用についてでございます。 

財政安定化基金は県が保有する基金でございますが、令和６・７年度の基金の

活用につきましては、県との協議の結果、当広域連合が設置しております運営安

定化基金や剰余金の活用を優先することとなったため、令和６・７年度は財政安

定化基金の活用までには至りませんでした。 

一方、令和８・９年度につきましては、国より新たに財政安定化基金の特例交

付の指針が示されたことから、この新たな指針のもとに県とさらなる協議を重ね、

被保険者の負担ができるだけ小さくなるよう適切に対応してまいりたいと考え

ております。以上です。 

〔松元事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 持留議員、他に発言ございますか。 

○７番（持留 良一君） はい、お願いします。 
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○議長（川越 桂路君） 持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

○７番（持留 良一君） はい、まず質問１からいきたいと思いますけども、ここで

高齢者の保有率ですね。カードのですね、マイナンバーカードを含めての保有率

はどのくらいあるのか、まず教えてください。 

〔持留議員 着席〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 松元事務局長。 

〔松元事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 鹿児島県での後期高齢者のマイナ保険証利用に係る登

録率及び利用率についてでございますが、令和７年７月末時点のマイナ保険証の

登録率は７４．７２％、マイナ保険証の利用率は３７．２５％になっています。

これは登録率は全国で７位、それから利用率は全国８位となっているところでご

ざいます。前年の同時期と比較すると、登録率は１１．６７％の増、利用率は２

２．９０％の増となっております。 

〔松元事務局長 着席〕 

〔挙手をする者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 持留良一議員。 

〔持留議員 起立〕 

○７番（持留 良一君） 保有率と利用率は差がありますよね。それだけ利用しにく

いという点も、この数字からも見て取れることがあるんじゃないかなというふう

に思います。 

もう一つ、マイナ保険証の問題で、１１９番通報したらマイナ保険証を用意し

てくださいと言われたと。ところがなかったんですけども、その聞かれた中身が

タブレット端末が、まあ、いろんな先ほど言われたとおり病歴とか処方箋、受診

した医療機関などの情報が閲覧でき、適切な応急処置や搬送の病院での治療の事

前準備ができると。まあ、政府はそういうふうにＰＲしてるんですけれども、そ

ういうことだったら、もうマイナ保険証は患者さんとの関係でいくと、もうかえ

って紙の保険証の方がですね、すぐ救急車ですので、そういうことで対応ができ

るのではないかという、まあそういう意見も出てます。 
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またマイナ保険証に変わって９割の医療機関で何らかのトラブルが、いわゆる

カードリーダーがなくてですね、有効期限が切れて大いに増加してるけど、カー

ドリーダーの接続不良など機器のトラブルも増えているというようなことも、全

国保険医団体連合会からの報告にも上がっています。そうなってくると、改めて

この保険証に今どういうことを求められているのかというのがあると思うんで

すけれども。その健康保険証の意見書が全国で２３１議会で上がっています。従

来の保険証の存続ですね。そして廃止と撤回し、再発行の継続も求めるというこ

ういうふうになってますけども、連合会として、この問題についてそういう方向

での考えで国に対して対応していくという考え方はないのか、お聞かせください。 

会長でもいいと思います。 

〔持留議員 着席〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 桂路君） 中西広域連合長。 

〔中西広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） マイナンバーにつきましては、制度変更につきまして

いろいろ困難があったり、なかなか定着がスムーズにいってないというのは御案

内のとおりでございます。 

ただ、これはいろんな仕事をするとこういう大きな制度変更みたいな時にはで

すね、いろんな形で不具合が出たり中にはなかなかそれに慣れなかったりして時

間がかかるわけですので、今回も国もそういうことでいろんな事業施策をして、

併用期間といった期間をずらして、国民の中にしっかり理解をしていただくとい

う期間をしっかりこうさらに設けてですね、定着を図ろうという方針でございま

すので、私はこの間にですね、国がしっかりとしたこの制度設計、マイナンバー

カードについてですね、メリット、あるいは使い勝手の良さですね、そのあたり

をしっかりＰＲし、速やかにですね導入の方向に向けてですね、努力していただ

けるようにお願いしたいと思っています。 

〔中西広域連合長 着席〕 

〔挙手をする者あり〕 

○議長（川越 桂路君） ４８条の規定により３回終わっていますので、質疑を終了

するということになりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは以上で持留議員の一般質問を終了いたします。 
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以上で通告による一般質問を終わります。 

他になければ、これをもって一般質問を終了いたします。 

○議長（川越 桂路君） 以上で、今議会に付議された案件は全て議了いたしました。 

ここで中西広域連合長から発言の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

〔中西広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） 本日は、御提案いたしました議案等につきまして、慎

重な御審議を賜りいずれも原案のとおり可決を賜りましたことに対しまして心

から感謝を申し上げたいと思います。 

広域連合といたしましては、今後とも関係機関団体と連携を図りながら、本制

度の円滑な運営に努めることは、何よりも重要であるというふうに考えておりま

す。議員の皆様方には、引き続きまして御理解と御協力を賜りますよう、改めて

お願いを申し上げまして閉会への挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

〔中西広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 以上で本日の会議を閉じます。 

これをもって令和７年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会を

閉会いたします。 

＝閉会：午後３時４６分＝ 
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